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奈良岡　美奈良岡　美惠惠子子

　Ａ子さん（80歳）は、夫が亡くなって
から、地方で長らく一人暮らしをしていま

す。東京で家族と暮らす娘さんには、最近、

Ａ子さんのことで気になっていることがあ
るようです。そこで、本稿では「母のこと

で気になることがあるけど、誰に相談した

らいいの？」「介護保険サービスってどん

なもの？」という娘さんの疑問に答えなが

ら、家族に介護が必要になったときの対応

について、まとめてみました。

（１）娘さんが最近気になること
① 同じものを買ってきている

　冷蔵庫に何本も牛乳がはいっている。も

しかして、でもまさか…と思っていても。

② 誰に相談したらよいかわからない

　最初から「病院に行こう」と言っても母

は「私は大丈夫！」と言うにきまっている。

　一人暮らしの母には月に何度か電話をし

ているが、その度に「大丈夫よ、元気にや

っているから」というその言葉を信じてい

た。だが、たまに家に行くと、台所の様子

が違ってきている。薬も飲み残しがある。

電気やガスの未納通知がある、お風呂も入

っている様子がないみたい。髪も臭うし、

足も少し弱ってきて、すねにはアザがあっ

た。娘には心配かけまいとする母を思う

と、ますます心配が募っていくのでした。

③ 母の主治医の先生って誰だっけ

　母のことは知っているようで知らない…
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＜解説＞
① 専業主婦だったＡ子さんは子どもたち
のために、いつも牛乳を切らしたことはあ

りませんでした。一人暮らしになってもそ

の記憶は残っているのです。同じものが冷

蔵庫にあっても、詰問せず物忘れが始まっ

ている可能性があると判断しましょう。

② 核家族化が進み、また少子化もあり周

囲に相談者がいない方は、お住まいの市区

町村の介護保険担当窓口に連絡をしましょ

う。居住地区の「地域包括支援センター」

に電話をして、お母さんに物忘れがみられ

ること、一人暮らしであることなどを相談

しましょう。

　地域包括支援センターは、社会福祉法

人、医療法人、民間企業、NPOなどが市
区町村から委託を受けて運営しています。

地域の高齢者の総合的な窓口といえます。

３つの専門職（保健師・社会福祉士・主任

ケアマネジャー）が必ず配置されています。

③ 主治医は長らく診察をしているなか

で、物忘れがあることに気づいていること

が多いです。Ａ子さんの主治医に連絡をと
り、物忘れの状態を確認しましょう。主治

医からお母さん本人に物忘れがないか、困

っていることはないか等を確認してもらう

のもよいでしょう。主治医が認知症サポー

ト医であるかもしれません。また、主治医

が物忘れに詳しくないときは、専門医や大

きな病院へ紹介状を書いてもらいましょ

う。

　ここで注意して欲しい点は、Ａ子さんの
自尊心を傷つけないよう配慮をすることで

す。物忘れが始まっている高齢者は内心ひ

やひやして日々を送っているものです。

　何度も同じことを聞くのは、新しい記憶

が脳の記憶中枢に中々入ることができず、

こぼれてしまうのだと理解してください。

「さっき言ったでしょ」と言いたくなる気

持ちはわかりますが、覚えられない病気が

始まっている人にその言葉は酷というもの

です。

（２）何とかして病院で精密検査をうける
ことができた後

　Ａ子さんは、「アルツハイマー型認知症」
と診断されました。現在、一人暮らしです

が、行きなれたスーパーにはまだ一人で買

い物に行けます。幸い主治医の先生は認知

症に理解のある先生だったので、病院で処

方された薬を継続して処方してもらえるこ

とになりました。

　そこで、一人暮らしをまだ続けたいとい

うＡ子さんの希望に沿うことになりまし
た。主治医の先生から、①「介護保険を申
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請しましょう」と言われ、② 主治医意見

書も書いてくれることになりました。さら

に、③ 認定調査員が介護保険を申請する

ときは自宅に来ると聞いて、娘さんは何と

か仕事をやりくりして同席しました。介護

保険を申請して認定されると、ヘルパーさ

んが訪問したり、デイサービスを利用でき

ると先生から説明がありました。また、必

要であれば看護師や薬剤師も自宅に来てく

れると聞いて安心しました。

＜解説＞
① 介護サービスを受ける時はまず介護認

定をうけます。「要支援」か「要介護」の

判定を受けましょう。市区町村の介護窓口

か、地域包括支援センターに申込書があり

ます。申請は本人か家族がします。主治医

の氏名・病院名・電話番号の必要事項を記

入します。印鑑も忘れずに。

② 主治医にはあらかじめ意見書作成を依

頼しておきましょう。意見書の作成には受

診が必要です。日常生活、身体状況、認知

機能などを調べてもらいます。

③ 認定調査員は、市区町村の担当者か、

委託されたケアマネジャーが訪問し聞き取

り調査を実施します。その際、家族は必ず

立ち会いましょう。本人の前で伝えにくい

ことはあらかじめメモを作成しておきまし

ょう。

（３）１カ月後に認定結果が出て、「要介
護１」という通知がきたけれど…

①「要支援」ならば地域包括支援センター

の人が担当になると聞いたけれど、「要介

護１」以上だと、ケアマネジャーを自分た

ちで決めなくてはいけないらしいと分かっ

た。幸い地元の友だちの母親を担当してい

るケアマネジャーを紹介してもらうことが

できた。

　あとで分かったことだが、ケアマネジャ

ーとは契約関係だから、疑問に思うことが

あったり、サービスプランに納得がいかな

ければ担当を変えてもいいようだ。　

② ケアマネジャーから、サービス担当者

会議（通称サ担）を開くので、娘さんも参

加してほしいと連絡があった。

　参加者は、母（Ａ子さん）、私（娘）、主

治医（大抵は診療時間に重なるが、昼休み

開催で駆けつけてくれたらしい）、ヘルパ

ー会社の責任者であるサービス担当責任者

（通称サ責）、福祉用具（住宅改修、室内

に転倒防止設置など）の会社の人が集まっ

た。

　ケアマネジャーが司会者となり、今回の

サービス内容の確認、医師からの病状報告、

ヘルパーさんからは週２回ほど訪問介護を

行うこと、さらに風呂場に手すりをつける

などが決まった。

＜解説＞
① ケアマネジャーは医療と介護の連携を

するプランナーとして知識と経験、統率力

が必要な職種です。誰を選んでよいか判断

できないときには、地域包括支援センター

に相談するのもよいでしょう。連絡をこま

めにしてくれる人がおすすめです。今はス

マホもある時代ですので LINE、SMSなど
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を活用して連絡することも可能ですね。

② サービス担当者会議とは、ケアマネジ

ャーが医療介護系に招集をかけて開く会議

のことです。ケアマネジャーのケアプラン

に基づき話し合います。

（４）母が昼間一人で家にいるのが心配に
なってきました…

① ケアマネジャーから週１回、半日の通

所デイサービスの利用を提案されました。

近所の人も利用しているらしく、出不精の

母も関心を持ったようです。

＜解説＞
① 通所のサービスには、デイサービス（通

所介護）とデイケア（通所リハビリテーシ

ョン）があります。介護保険料を支払うば

かりであった母は、１割の利用負担で介護

サービスを受け始めました。

　始まったばかりの介護サービスですが、

母が安心して暮らせるように希望に沿った

ものになることを願っています。

　親の物忘れは、何となく気が付いていて

もなかなか事が進みません。80歳代では、

３人に１人が認知症と言われています。高

齢者の方が、住み慣れた地域で過ごせるよ

うに、地域包括支援センターのサポートを

受けながら、具体的な対応をすこしずつ考

えていきましょう。介護認定が決定された

らケアマネジャー、デイサービス、そして

日々の生活全般を援助してくれるヘルパー

さん達にフォローされながら、安心・安全

な毎日を一日でも長く過ごせるよう、医療

側も協力体制を組みます。

　気になることがあったら、まずは気軽に

地域包括支援センターに相談してみましょ

う。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続

けることができるように、医療と介護が支

えます。一人で悩まないでください。きっ

とよい道が開けますよ。

（ならおか・みえこ＝世田谷区）
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